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序

　

本
町
で
は
、
こ
れ
ま
で
神
武
天
皇
東
遷
二
六
〇
〇
年
大
祭
及
び
町
制
施
行
を
記
念
し
て
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
に
作
成
さ
れ
た
『
高
原
郷
土
史
』
、

町
制
施
行
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
昭
和
五
九
（
一
九
八
四
）
年
に
作
成
さ
れ
た
『
高
原
町
史
』
を
、
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
し
て
参
り
ま
し
た
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
、
調
査
に
要
し
た
史
料
を
「
史
料
編
」
等
の
体
裁
で
刊
行
す
べ
き
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
現
在
に
至
る
ま
で
刊
行
さ
れ
な
い

ま
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
平
成
十
年
度
よ
り
開
始
し
た
町
内
の
民
俗
芸
能
の
調
査
に
よ
り
、
町
内
の
古
文
書
を
調
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
う
ち
神
楽
等
に
関

す
る
史
料
は
、
『
高
原
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
七
集　

高
原
町
祓
川
・
狭
野
の
神
舞
（
神
事
）
』
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

近
年
、
少
子
高
齢
化
等
の
影
響
か
、
そ
れ
ま
で
個
人
宅
で
保
管
し
て
い
た
古
文
書
等
の
文
化
財
に
つ
い
て
、
個
人
で
の
保
存
が
困
難
に
な
り
、
令
和
に

入
っ
て
か
ら
複
数
の
古
文
書
等
の
史
料
が
教
育
委
員
会
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
も
こ
の
よ
う
な
寄
贈
は
増
加
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
を
機
に
古
文
書
等
の
調
査
に
も
重
点
を
置
く
べ
き
と
の
考
え
か
ら
、
今
回
の
よ
う
な
史
料
集
の
刊
行
に
至
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
第
一
集
と
し
て

取
り
上
げ
る
の
は
、
永
濵
家
文
書
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
で
す
。
こ
れ
は
、
町
内
花
堂
地
区
の
永
濵
家
に
伝
わ
る
史
料
の
一
つ
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
高

原
郷
に
つ
い
て
こ
れ
ほ
ど
詳
細
に
記
さ
れ
た
史
料
は
他
に
な
い
事
か
ら
、
高
原
町
に
と
っ
て
も
非
常
に
重
要
な
史
料
と
言
え
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
価
値
も

あ
り
『
宮
崎
県
史　

史
料
編
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
、
本
町
で
史
料
集
を
刊
行
す
る
に
際
し
、
宮
崎
県
史
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
再
度
原
文

に
あ
た
り
翻
刻
し
、
よ
り
理
解
し
や
す
い
よ
う
町
内
の
地
図
等
も
添
付
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
史
料
集
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
刊
行
し
て
い
く
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
史
料
集
が
高
原
町
の
歴
史
を
知
る
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ

い
ま
す
。
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例

一　

本
書
は
、
『
高
原
町
史
料
集　

一
〈
永
濵
家
文
書
（
一
）
〉
』
で
あ
る
。

二　

収
録
し
た
史
料
は
、
町
内
に
あ
る
永
濵
家
文
書
の
う
ち
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
で
あ
る
。
な
お
、
同
書
を
理
解
す
る
上
で
必
要
で
あ
る
た
め
、
『
永

　
　

濵
家
系
図
』
の
幕
末
ま
で
を
附
編
と
し
て
収
録
し
て
い
る
。

三　

本
書
収
録
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
史
料
所
有
者
よ
り
借
用
及
び
写
真
撮
影
を
実
施
し
、
令
和
五
年
度
に
翻
刻
作

　
　

業
を
実
施
し
た
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刻
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本
書
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当
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〃　

主
査　

吉
元　

伸
一
（
令
和
四
年
度
～
、
撮
影
担
当
）

四　

本
文
は
上
下
二
段
に
分
け
、
下
段
に
原
文
を
記
載
し
、
注
釈
等
を
上
段
に
記
載
し
て
い
る
。

五　

翻
刻
は
撮
影
写
真
に
基
づ
き
実
施
し
た
。
そ
の
際
、
段
落
や
改
行
等
を
は
じ
め
、
旧
字
体
、
「
ゟ(

よ
り)

」
「　

(

し
て)

」
等
も
原
文
通
り
極
力
そ

　
　

の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
闕
字
以
外
で
便
宜
上
一
文
字
空
け
る
等
を
し
て
い
る
部
分
は
あ
る
。

　
　

ま
た
、
ペ
ー
ジ
の
分
か
れ
目
は
点
線
で
表
現
し
て
い
る
。

六　

翻
刻
に
あ
た
っ
て
文
字
の
不
明
確
な
部
分
は
、
当
該
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
宮
崎
県
史　

史
料
編　

近
世
五
』
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、
原
文

　
　

に
あ
た
っ
た
結
果
、
前
述
の
宮
崎
県
史
と
は
内
容
が
若
干
異
な
る
箇
所
が
あ
る
。

七　

原
文
で
不
鮮
明
な
字
に
つ
い
て
は
「
□
」
と
し
、
右
側
に
推
測
を
注
記
し
た
。

八　

原
文
に
は
抹
消
線
を
記
載
し
て
い
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
部
分
は
文
字
の
上
に
線
を
引
い
て
表
現
し
て
い
る
。
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解　
　

題

一　

は
じ
め
に

　

今
回
掲
載
し
た
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
は
、
町
内
花
堂
地
区
の
永
濵
家
に
伝
わ
る
史
料
で
あ
る
。
「
天
保
四
年
巳
十
二
月
吉
日
之
改
」
と
あ
る
よ
う
に
、

永
濵
武
助
師
次
が
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
に
書
き
改
め
た
も
の
で
、
永
濵
家
に
あ
っ
た
様
々
な
記
録
を
師
次
の
代
に
ま
と
め
、
以
降
そ
の
時
々
の
者
が
書

き
足
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
「(

弘
化
三
年)

十
一
月
」
条
で
は
「
私
」
と
し
て
永
濵
善
太
左
衛
門
、
「
安
政
元
年
三
月
十
五
日
」
条
で
は
「
拙
者
」

と
し
て
永
濵
万
兵
衛
の
名
が
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
い
っ
た
一
人
称
表
記
が
登
場
す
る
の
は
こ
れ
以
外
に
な
い
事
か
ら
、
永
濵
家
の
個
人
的
な
記
録
と
い
う
よ

り
「
高
原
郷
」
の
公
的
記
録
を
意
識
し
て
作
成
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

二　

永
濵
家
に
つ
い
て

　

次
に
、
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
を
理
解
す
る
上
で
重
要
と
考
え
、
附
編
と
し
て
『
永
濵
家
系
図
』
の
幕
末
部
分
ま
で
を
掲
載
し
て
い
る
。
永
濵
家
文
書
に

は
家
系
図
が
二
点
（
仮
に
Ａ
・
Ｂ
と
す
る
）
あ
り
、
こ
の
う
ち
掲
載
し
て
い
る
の
は
Ｂ
で
あ
る
。
Ａ
は
Ｂ
を
作
成
す
る
際
の
草
案
の
よ
う
な
位
置
付
け
で
、

例
え
ば
Ｂ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
新
燃
岳
の
享
保
噴
火
に
つ
い
て
は
、
Ａ
で
は
「
爰
入
置
」
と
指
示
書
き
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
永
濵
師
次
に
つ
い
て

も
、
Ｂ
で
は
「
行
歳
六
拾
八
歳
」
と
あ
る
が
、
Ａ
に
は
「
行
歳
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　

ま
ず
初
め
に
、
永
濵
家
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
『
永
濵
家
系
図
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

○
祖
先
は
、
島
津
家
初
代
忠
久
に
付
き
従
っ
て
日
向
国
に
下
向
し
た
。

　

○
代
々
島
津
氏
に
従
っ
て
い
た
が
、
戦
国
時
代
の
最
中
に
当
主
が
討
ち
死
に
し
た
た
め
、
家
が
断
絶
し
た
。

　

○
島
津
義
弘
の
思
し
召
し
に
よ
り
、
義
弘
の
書
付
や
当
時
の
重
臣
の
添
書
等
を
村
田
右
衛
門
尉
あ
る
い
は
そ
の
子
村
田
藤
五
郎
に
下
さ
れ
た
。

　

た
だ
、
こ
こ
に
は
永
濵
家
と
村
田
家
の
関
係
が
明
確
に
登
場
し
な
い
も
の
の
、
「
村
田
家
の
先
祖
は
永
濵
家
と
い
う
島
津
古
参
の
一
族
か
ら
出
た
。
」
と

い
う
伝
承
な
り
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
、
と
推
測
す
る
。

約束事
①文字は１２Ｐ
②ゟ等は８Ｐで３Ｐ右ずらし
③それ以外は１０Ｐで３Ｐずらし
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こ
れ
ら
の
書
付
等
に
つ
い
て
は
、
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
元
禄
十
（
一
六
九
七
）
年
の
古
文
書
等
の
調
査
に
お
い
て
家
系
図
と
共
に

提
出
し
て
い
る
が
、
現
在
そ
の
文
書
は
史
料
の
中
に
は
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
で
き
な
い
。

　

次
に
高
原
郷
へ
の
移
住
に
つ
い
て
、
『
永
濵
家
系
図
』
に
よ
る
と
、
穆
佐
地
頭
の
村
田
五
郎
左
衛
門
が
高
原
に
地
頭
代
と
し
て
赴
任
し
、
そ
の
後
永
濵
家

を
継
ぎ
「
永
濵
五
郎
左
衛
門
師
次
」
と
名
乗
っ
た
、
と
あ
る
。
こ
の
村
田
五
郎
左
衛
門
を
前
述
の
村
田
藤
五
郎
と
し
て
い
る
。

　

一
方
、
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
を
見
る
と
、
高
原
地
頭
と
し
て
穆
佐
郷
よ
り
赴
任
し
た
の
は
村
田
九
郎
左
衛
門
（
経
永
）
で
、
地
頭
に
従
い
村
田
仲
左
衛

門
や
永
濵
家
の
者
等
計
四
人
が
高
原
郷
に
移
住
し
た
、
と
あ
り
、
五
郎
左
衛
門
の
名
が
な
い
。
村
田
仲
左
衛
門
は
『
永
濵
家
系
図
』
で
は
五
郎
左
衛
門
の
嫡

子
に
あ
た
る
事
か
ら
、
前
述
の
高
原
郷
に
移
住
し
た
四
名
の
う
ち
「
永
濵
」
が
村
田
か
ら
永
濵
に
改
姓
し
た
五
郎
左
衛
門
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
永
濵
家
が
高
原
郷
に
移
住
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
『
永
濵
家
系
図
』
で
次
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。

　

○
高
原
郷
は
「
伊
東
家
臣
之
孫
并
伊
集
院
幸
侃
乱
世
之
跡
」
で
あ
る
。

　

○
そ
の
た
め
、
「
逆
心
之
士
多
」
く
「
嶋
津
之
御
家
ニ
敵
心
之
者
」
が
い
る
。

　

○
こ
う
い
う
事
情
の
た
め
「
御
城
下
よ
り
慥
成
士
」
を
遣
わ
し
て
欲
し
い
。

　

○
高
原
衆
中
の
宮
田
飛
騨
が
こ
の
旨
「
御
城
下
」
に
お
願
い
に
上
が
っ
た
。

　

こ
の
宮
田
飛
騨
は
、
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
に
よ
れ
ば
島
津
義
弘
に
従
っ
た
五
家
の
内
の
一
家
で
あ
る
宮
田
家
の
者
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
庄
内
地

理
志
』
等
に
も
登
場
す
る
、
高
原
郷
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
た
衆
中
で
、
墓
が
町
内
花
堂
地
区
に
残
さ
れ
て
い
る
。
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
に
あ
る

よ
う
に
、
伊
集
院
忠
真
に
よ
る
庄
内
の
乱
に
際
し
、
伊
集
院
側
に
味
方
し
た
高
原
衆
中
の
徳
永
淡
路
兄
弟
が
噯
役
の
川
添
壱
岐
を
殺
害
し
た
科
で
切
腹
す
る

等
の
不
穏
な
動
き
は
あ
っ
た
。
遡
っ
て
天
正
四
（
一
五
七
六
）
年
、
伊
東
家
の
支
配
下
に
あ
っ
た
高
原
城
を
攻
め
落
と
し
た
二
年
後
、
伊
東
家
家
臣
で
霧
島

東
社
座
主
の
池
郷
民
部
卿
秀
澄
を
島
津
義
弘
の
命
に
よ
り
討
ち
取
っ
た
家
臣
の
中
に
宮
田
飛
騨
が
い
た
。
し
か
し
、
伊
東
家
の
支
配
下
に
あ
っ
た
の
は
天
正

四
年
、
庄
内
の
乱
は
慶
長
四
（
一
五
九
九
）
年
と
、
永
濵
家
が
移
住
す
る
よ
り
三
〇
年
近
く
前
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
間
、
在
地
衆
中
と
他
所
衆
中
と
の
入

替
も
活
発
に
行
わ
れ
る
様
子
が
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
に
も
見
ら
れ
る
事
か
ら
、
不
穏
分
子
の
要
因
は
取
り
除
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
く
、
『
永
濵
家
系
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図
』
に
あ
る
よ
う
な
幾
分
持
ち
上
げ
た
よ
う
な
内
容
が
本
当
に
移
住
の
理
由
な
の
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
移
住
後
間
も
な
く
仲
左
衛
門
が
噯
役
に
な
っ
て
お

り
、
永
濵
家
も
代
々
役
付
に
な
っ
て
い
る
事

か
ら
、
前
述
の
よ
う
な
入
替
衆
中
と
永
濵
家
・
村
田
家
は
一
線
を
画
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
永
濵
家
の
性
格
で
あ
る
。
同
家
史
料
を
見
る
と
、
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
の
よ
う
な
行
政
文
書
は
非
常
に
少
な
い
反
面
、
示
現
流
の
伝
書
や
兵
法

書
が
目
に
付
く
。
気
に
な
る
の
は
、
御
家
流
軍
術
の
伝
書
も
複
数
点
含
ま
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
永
松
敦
氏
の
研
究
に
詳
し
い
が
、
寛
文
五
（
一
六

六
五
）
年
に
こ
れ
ま
で
薩
摩
藩
内
に
あ
っ
た
祈
祷
書
等
を
藩
が
編
纂
し
、
藩
内
に
流
布
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、

江
戸
時
代
末
期
に
江
戸
上
屋
敷
で
複
写
し
た
と
奥
書
に
あ
る
事
か
ら
、
永
濵
家
が
修
験
道
の
家
系
と
断
定
は
出
来
な
い
も
の
の
、
修
験
道
に
全
く
関
係
の
無

い
家
が
御
家
流
軍
術
の
伝
書
を
書
写
す
る
と
い
う
事
実
が
何
を
表
す
か
は
今
後
の
調
査
の
課
題
で
あ
る
。

三　

『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
の
内
容
に
つ
い
て

　

次
に
、
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
の
内
容
で
あ
る
。
天
文
十
四
（
一
五
四
五
）
年
か
ら
始
ま
り
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
九
月
の
吉
野
原
大
調
練
で
唐
突

に
終
了
す
る
。
明
治
四
年
で
終
了
す
る
の
は
、
同
年
、
廃
藩
置
県
に
伴
い
鹿
児
島
藩
か
ら
都
城
県
に
所
属
し
た
か
ら
か
。
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
様
々
な

事
が
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
反
面
、
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
辺
り
か
ら
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
の
間
約
六
十
年
、
極
端
に
記
述
が
少
な
く
な
る
。
理

由
と
し
て
は
、
享
保
元
（
一
七
一
六
）
年
か
ら
翌
二
年
に
か
け
て
起
こ
っ
た
新
燃
岳
の
大
噴
火
に
よ
り
古
記
録
等
が
焼
失
し
た
た
め
か
。
し
か
し
、
享
保
噴

火
の
記
述
は
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
の
後
に
突
然
詳
細
に
始
ま
り
、
享
保
噴
火
を
記
述
し
て
い
る
『
古
今
山
之
口
記
録
』
や
狭
野
神
社
文
書
等
複
数
の
史

料
と
比
較
す
る
と
、
年
月
日
等
に
多
少
の
誤
記
等
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
の
記
述
が
概
ね
正
確
で
、
且
つ
こ
こ
以
外
に
な
い
情
報
も

多
く
含
ま
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
特
に
噴
火
直
後
の
砂
上
げ
の
記
載
に
つ
い
て
は
他
に
な
い
事
か
ら
、
噴
火
後
数
十
年
に
渡
る
記
録
の
空
白
が
発
生
す
る

と
は
考
え
に
く
い
。
た
だ
、
『
永
濵
家
系
図
』
に
あ
る
よ
う
に
、
噴
火
直
後
、
屋
敷
地
を
転
々
と
し
て
い
る
事
か
ら
、
混
乱
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な

い
。

　

『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
の
内
容
に
関
し
て
、
江
戸
時
代
前
期
、
特
に
永
濵
家
の
高
原
移
住
前
は
、
郷
内
外
の
事
項
も
あ
る
が
、
衆
中
の
入
替
や
噯
役
・
与
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頭
役
の
人
名
が
多
い
。
こ
れ
は
、
何
か
元
と
な
る
記
録
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
移
住
以
降
、
記
述
内
容
に
は
あ
ま
り
変
化
は
な
い
も
の
の
、
元

禄
七
年
以
降
は
高
原
郷
内
外
の
動
向
に
関
す
る
記
載
が
徐
々
に
増
加
す
る
。

　

特
に
増
加
傾
向
が
強
い
の
が
、
「
真
米
」
の
価
格
に
つ
い
て
で
あ
る
。
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
が
初
出
（
干
支
よ
り
天
明
元
年
と
推
定
）
で
、
以
後
折

に
触
れ
記
載
が
あ
り
、
物
価
に
つ
い
て
非
常
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
ま
た
、
郷
内
の
出
来
事
と
し
て
最
も
細
か
く
記
載
し
て
い
る
の
は
、
天
保
十
一
（
一

八
四
〇
）
年
に
起
こ
っ
た
、
郷
内
亀
野
谷
の
水
路
に
関
す
る
騒
動
で
あ
る
。
村
同
士
の
争
い
に
端
を
発
し
、
地
頭
所
を
経
て
藩
の
郡
奉
行
に
検
分
を
依
頼
す

る
等
、
村
・
衆
中
同
士
の
非
常
に
大
き
な
争
い
で
あ
っ
た
事
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
他
、
藩
外
の
様
々
な
風
聞
に
関
す
る
記
述
も
増
加
す
る
。
例
え
ば
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
の
江
戸
増
上
寺
火
災
等
に
関
す
る
落
書
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
実
際
に
見
分
あ
る
い
は
落
書
を
入
手
し
た
も
の
を
記
載
し
た
の
か
、
唐
突
な
記
述
で
あ
る
。
同
様
に
、
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
の
大
塩
平
八
郎
の
乱

や
、
嘉
永
七
（
一
八
五
四
）
年
の
京
都
大
火
、
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
の
安
政
の
大
地
震
、
同
六
年
（
一
八
五
九
）
の
安
政
の
大
獄
、
万
延
元
（
一
八
六

〇
）
年
の
桜
田
門
外
の
変
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
の
薩
英
戦
争
、
等
も
非
常
に
詳
細
な
内
容
で
あ
る
。
特
に
薩
英
戦
争
は
、
高
原
郷
か
ら
永
濵
家
の
者

等
が
出
兵
し
た
が
直
接
戦
争
に
は
参
加
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
藩
か
ら
の
廻
文
と
も
思
え
な
い
よ
う
な
臨
場
感
あ
る
記
述
で
あ
る
。
藩
外
の
状
況
等

に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
会
津
戦
争
に
お
け
る
松
平
容
保
の
謝
罪
文
は
藩
か
ら
の
廻
文
に
よ
り
情
報
を
取
得
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
が
、
京
都
大
火
等
に
つ
い

て
は
、
特
段
廻
文
が
あ
っ
た
よ
う
な
素
振
り
も
な
い
が
、
現
地
で
み
て
き
た
か
の
よ
う
な
情
報
精
度
の
高
さ
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
情
報
は
藩
か
ら
の
廻
文

以
外
に
ど
の
よ
う
に
し
て
情
報
を
取
得
し
て
い
た
の
か
、
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
と
同
じ
性
格
の
史
料
が
あ
れ
ば
そ
の
情
報
収
集
方
法
に
つ
い
て
比
較
検
討

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
、
前
述
の
よ
う
な
情
勢
以
外
に
も
色
々
記
載
が
見
ら
れ
、
特
に
自
然
現
象
や
不
可
思
議
な
出
来
事
等
、
様
々
で
あ
る
。
例
え
ば
ハ
レ
ー
彗
星
に
関
す

る
記
述
に
つ
い
て
は
、
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
だ
け
で
な
く
他
史
料
で
も
確
認
で
き
る
が
、
弘
化
五
（
一
八
四
八
）
年
十
一
月
の
よ
う
に
、
他
史
料
に
は
見

ら
れ
な
い
彗
星
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
不
可
思
議
な
話
に
つ
い
て
は
、
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
頃
に
新
燃
岳
火
口
で
見
つ
け
た
蛇
骨
、
嘉
永
三

（
一
八
五
〇
）
年
の
小
池
で
の
笹
の
結
実
、
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
正
月
の
「
人
間
が
双
頭
の
牛
を
産
ん
だ
話
」
、
等
が
あ
る
。
特
に
こ
の
双
頭
の
牛
に

つ
い
て
は
、
鹿
児
島
城
下
で
披
露
さ
れ
た
（
ど
の
よ
う
な
伝
手
を
使
っ
て
か
も
不
明
）
そ
う
だ
が
他
史
料
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
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以
上
、
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
に
つ
い
て
簡
単
で
は
あ
る
が
概
略
を
述
べ
た
。
必
ず
し
も
高
原
郷
の
行
政
に
つ
い
て
網
羅
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
、

『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
以
外
に
見
ら
れ
な
い
内
容
が
非
常
に
多
く
、
か
つ
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
に
匹
敵
す
る
程
の
郷
行
政
に
関
す
る
史
料
も
現
状
皆
無
で

あ
る
事
か
ら
、
高
原
町
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
は
非
常
に
重
要
な
古
文
書
で
あ
る
と
言
え
る
。
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氏　
　
　
　
　
　

名

稲
津
豊
前

白
坂
式
部
太
夫

鎌
田
刑
部
少
輔(

出
雲
守
政
近)

上
原
長
門
守(

尚
近)

吉
田
若
狭(

朝
清
も
し
く
は
清
存)

赤
崎
丹
波

山
田
理
庵(

越
前
守
有
信)

川
添
越
前

新
納
旅
庵(

長
住)

川
添
越
前
、
白
坂
権
右
衛
門
、
宮
田
六
郎
左
衛
門(

飛
騨)

、
迫
間
甲
斐(

酒
袋
入
道)

山
田
理
庵(

越
前
守
有
信)

大
牟
田
又
左
衛
門(

藤
兵
衛)

、
川
添
壱
岐
介

入
木
院
又
六(
重
時)

大
牟
田
藤
兵
衛
、
宮
田
飛
騨
、
朝
倉
主
計
、
迫
間
酒
袋

嶋
津
大
膳(

大
膳
亮
忠
俊)

朝
倉
主
計
、
丸
山
治
部
左
衛
門
、
山
口
隠
岐
、
宮
田
飛
騨

(

後)

肥
田
木
太
郎
右
衛
門
、
丸
山
十
左
衛
門
、
山
口
隠
岐

村
田
九
郎
左
衛
門(

秀
経
か)

和　

暦

天
文
十
四
年

天
文
二
十
年

天
正
三
年

天
正
五
年

天
正
九
年

天
正
十
一
年

天
正
十
四
年

天
正
十
八
年

慶
長
二
年

慶
長
七
年

寛
永
九
年

西　

暦

一
五
四
五
年

一
五
五
一
年

一
五
七
五
年

一
五
七
七
年

一
五
八
一
年

一
五
八
三
年

一
五
八
六
年

一
五
九
〇
年

一
五
九
七
年

一
六
〇
二
年

一
六
三
二
年

役　

職

地
頭

地
頭

地
頭

地
頭

地
頭

物
頭
役

地
頭

物
頭
役

地
頭

物
頭
役

地
頭

噯
役

地
頭

噯
役

地
頭

噯
役

地
頭

表
１　

「
高
原
所
系
図
壱
冊
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
高
原
郷
の
役
職
及
び
役
付
一
覧
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氏　
　
　
　
　
　

名

山
口
隠
岐

(

後)

村
田
仲
左
衛
門
、
丸
山
主
膳
、
宮
田
正
心
入
道

鎌
田
源
左(

政
有)

宮
田
正
心(

隼
人)

、
轟
木
大
休
坊
、
甲
斐
両
右
衛
門

猿
渡
大
炊
介

宮
田
隼
人
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
轟
木
大
休
坊

(

後)

黒
木
次
郎
左
衛
門
、
丸
山
治
郎
左
衛
門

田
口
蔵
之
介
、
小
野
右
京
、
梅
木
森
右
衛
門
、
長
友
鉄
壽
坊
、
朝
倉
三
左
衛
門
、

迫
間
佐
右
衛
門
、
二
見
加
右
衛
門
、
黒
木
良
言
坊
、
長
峯
九
左
衛
門
、
海
老
原
休
左
衛
門

山
元
新
右
衛
門
、
徳
永
軍
兵
衛
、
森
山
新
兵
衛

(
後)

大
重
十
右
衛
門
、
山
本
新
右
衛
門
、
瀬
戸
口
刑
右
衛
門
、
樋
渡
五
右
衛
門
、
大
玉
坊
、

　
　

森
山
新
兵
衛
、
山
口
新
右
衛
門

相
良
主
税(

長
清
か)

(

後)

村
田
仲
左
衛
門
、
宮
田
隼
人
、
川
野
大
正
院
、
丸
山
治
右
衛
門
、
甲
斐
和
泉
、

　
　

黒
木
二
郎
左
衛
門
、
轟
木
大
休
坊

黒
木
良
言
坊
、
小
野
右
京
、
平
川
主
水
壱
郎
、
瀬
戸
口
刑
右
衛
門
、
斎
藤
万
兵
衛
、

田
口
蔵
之
介
、
肥
田
木
源
左
衛
門
、
朝
倉
太
左
衛
門

相
良
吉
右
衛
門(

主
税)

宮
田
七
郎
兵
衛
、
村
田
助
左
衛
門
、
川
野
大
正
院
、
丸
山
主
膳
、

和　

暦

寛
永
十
五
年

正
保
三
年

慶
安
元
年

承
應
二
年

明
暦
三
年

明
暦
三
年

西　

暦

一
六
三
八
年

一
六
四
六
年

一
六
四
八
年

一
六
三
五
年

一
六
五
七
年

役　

職

噯
役

地
頭

噯
役

地
頭

噯
役

与
頭
役

地
頭

噯
役

与
頭

地
頭

噯
役
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氏　
　
　
　
　
　

名

(

後)

丸
山
伊
賀
、
黒
木
助
左
衛
門

田
口
蔵
之
介
、
瀬
戸
口
傳
右
衛
門
、
朝
倉
太
左
衛
門
、
黒
木
良
言
坊
、
斎
藤
万
兵
衛
、

(

後)

藤
田
源
五
左
衛
門
、
森
山
権
右
衛
門
、
永
濵
五
郎
兵
衛
、
猪
俣
為
右
衛
門
、

　
　

黒
木
貞
右
衛
門
、
高
原
良
清
坊
、
小
野
宇
兵
衛
、
平
川
九
郎
右
衛
門
、
朝
倉
朱
左
衛
門
、

　
　

大
姶
良
弐
右
衛
門
、
樋
渡
世
兵
衛

喜
入
休
右
衛
門(

久
守)

丸
山
主
膳
正
、
黒
木
助
左
衛
門
、
川
野
大
正
院
、
村
田
助
右
衛
門
、
宮
田
弥
兵
衛

藤
田
源
五
左
衛
門
、
森
山
権
右
衛
門
、
平
川
九
郎
左
衛
門
、
猪
俣
為
右
衛
門
、
瀬
戸
口
与
兵
衛
、

山
口
傳
左
衛
門
、
小
野
大
学
左
衛
門
、
瀬
戸
口
傳
左
衛
門
、
田
口
蔵
之
介
、
朝
倉
朱
右
衛
門

山
田
民
部

(
後)

平
川
九
郎
右
衛
門
、
平
川
仲
兵
衛
、
川
野
長
元
坊
、
黒
木
助
左
衛
門
、

　
　

丸
山
十
右
衛
門
源
太
、
川
野
大
正
院
、
丸
山
主
膳
、
黒
木
助
左
衛
門

岩
本
宇
右
衛
門
、
朝
倉
太
左
衛
門
、
藤
田
源
五
左
衛
門
、
田
口
権
右
衛
門
、
永
濵
五
郎
兵
衛
、

岩
本
丹
後
兵
衛
、
森
山
権
右
衛
門
、
小
野
大
学
右
衛
門
、
丸
山
勘
左
衛
門
、
森
山
安
兵
衛
、

猪
俣
為
右
衛
門

丸
山
十
右
衛
門
、
村
田
仲
右
衛
門
、
黒
木
助
左
衛
門
、
村
田
仲
左
衛
門

森
山
安
右
衛
門
、
猪
俣
為
右
衛
門

森
山
安
兵
衛

萩
原
志
彦
作

和　

暦

寛
文
六
年

寛
文
九
年

延
宝
九
年

西　

暦

一
六
六
六
年

一
六
六
九
年

一
六
八
一
年

役　

職

与
頭

地
頭

噯
役

与
頭

地
頭

噯
役

与
頭

噯
役

与
頭

行
司

竹
木
見
廻



－9－

氏　
　
　
　
　
　

名

若
松
彦
兵
衛

黒
木
助
左
衛
門
、
丸
山
源
大
夫
、
村
田
仲
左
衛
門
、
黒
木
二
郎
左
衛
門
、
宮
田
弥
兵
衛

森
山
安
右
衛
門
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
中
嶋
六
左
衛
門
、
岩
本
宇
左
衛
門

二
年
半
無
地
頭

変
更
無

変
更
無

種
子
嶋
次
郎
右
衛
門(

時
春)

丸
山
源
太
夫
、
黒
木
次
郎
右
衛
門
、
村
田
仲
左
衛
門
外
記
、
黒
木
正
左
衛
門

(

後)

宮
田
隼
人
、
宮
田
幸
右
衛
門

森
山
安
兵
衛
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
岩
本
宇
左
衛
門
、
宮
田
隼
人
、
中
嶋
二
郎
右
衛
門
、

瀬
戸
口
刑
左
衛
門
、
永
濵
勘
兵
衛

喜
入
休
右
衛
門(

久
則)

黒
木
正
左
衛
門
、
丸
山
五
郎
左
衛
門
、
村
田
外
記
、
宮
田
幸
右
衛
門
主
馬

永
濵
勘
兵
衛
、
村
田
外
記
、
山
本
新
八

永
濵
勘
兵
衛
、
村
田
外
記
、
丸
山
源
太
夫
、
丸
山
五
郎
右
衛
門(

代
理
丸
山
孫
之
進)

森
山
安
兵
衛
、
中
嶋
六
左
衛
門
、
黒
木
吉
兵
衛
、
瀬
戸
口
主
水

黒
木
正
左
衛
門
、
丸
山
五
郎
右
衛
門(

黒
木
正
右
衛
門
代
理)

森
山
安
兵
衛

宮
田
主
馬(

永
濵
勘
兵
衛
代
理)

、
村
田
外
記(

黒
木
次
郎
右
衛
門
代
理)

和　

暦

貞
享
元
年

貞
享
二
年

貞
享
三
年

貞
享
五
年

元
禄
元
年

元
禄
三
年

元
禄
四
年

西　

暦

一
六
八
四
年

一
六
八
五
年

一
六
八
六
年

一
六
八
八
年

一
六
八
八
年

一
六
九
〇
年

一
六
九
一
年 

役　

職

地
頭

噯
役

与
頭

地
頭

噯
役

与
頭

地
頭

噯
役

与
頭

地
頭

噯
役

衆
中
合

噯
役

与
頭

噯
役

衆
中
合

噯
役

表
１　

高
原
郷
の
地
頭
等
役
職
一
覧



－10－

氏　
　
　
　
　
　

名

永
濵
勘
兵
衛

甲
斐
両
右
衛
門(

丸
山
五
郎
右
衛
門
代
理)

村
田
外
記
、
宮
田
主
馬
、
永
濵
勘
兵
衛
、
甲
斐
両
右
衛
門

森
山
安
兵
衛

宮
田
主
馬

瀬
戸
口
主
水
、
丸
山
次
左
衛
門

無
地
頭

永
濵
勘
兵
衛
、
村
田
外
記
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
宮
田
主
馬
、
丸
山
源
大
夫

押
領
司
長
門

樺
山
権
右
衛
門
尉(

久
福)

村
田
外
記
、
永
濵
勘
兵
衛
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
丸
山
源
太
夫

朝
倉
主
水
、
黒
木
主
計
、
森
山
安
兵
衛
、
瀬
戸
口
主
水
、
丸
山
源
之
進
、
永
牟
田
市
左
衛
門
、

丸
山
十
左
衛
門

永
牟
田
市
左
衛
門

宮
田
傳
右
衛
門

押
領
司
長
門

木
藤
八
右
衛
門

樺
山
権
右
衛
門

永
濵
勘
兵
衛
、
村
田
外
記
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
丸
山
源
太
夫

和　

暦

元
禄
五
年

元
禄
六
年

元
禄
七
年

元
禄
八
年

元
禄
九
年

元
禄
九
年

元
禄
十
一
年

西　

暦

一
六
九
二
年

一
六
九
三
年

一
六
九
四
年

一
六
九
五
年

一
六
九
六
年

一
六
九
六
年

一
六
九
八
年 

役　

職

か
さ
み
噯
役

噯
役

噯
役

噯
役

衆
中
相

地
頭

噯
役

衆
中
相

地
頭

噯
役

与
頭

郡
見
廻

行
司

横
目

庄
屋

地
頭

噯
役

表
１　

高
原
郷
の
地
頭
等
役
職
一
覧



－11－

氏　
　
　
　
　
　

名

椛
山
権
右
衛
門

永
濵
勘
兵
衛
、
村
田
外
記
、
黒
木
治
部
、
丸
山
源
太
夫

山
宇
右
衛
門
、
黒
木
主
計
、
森
山
安
右
衛
門(

新
之
介
に
交
代)

椛
山
権
右
衛
門

甲
斐
両
右
衛
門(

丸
山
源
太
夫
代
理)

田
口
内
蔵
之
介(

森
山
安
右
衛
門
代
理)

椛
山
権
右
衛
門

黒
木
黒
木
治
部
之
介
、
黒
木
正
左
衛
門
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
村
田
外
記
、
村
田
与
右
衛
門

川
瀬
七
左
衛
門

椛
山
権
右
衛
門(

二
月
死
去)

※

以
降
無
地
頭

黒
木
正
左
衛
門
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
村
田
与
右
衛
門
、
黒
木
治
部
之
介

黒
木
次
兵
衛(

丸
山
十
左
衛
門
代
理)

無
地
頭

黒
木
正
左
衛
門
、
村
田
与
右(

左)

衛
門
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
黒
木
治
部
之
介

永
濵
勘
兵
衛
、
宮
田
七
郎
兵
衛
、
丸
山
治
部
左
衛
門

清
水
弥
兵
衛
尉

黒
木
治
部
之
介
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
黒
木
正
左
衛
門
、
村
田
与
左
衛
門

清
水
弥
兵
衛
尉

村
田
与
右
衛
門
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
黒
木
治
部
之
介
、
黒
木
正
左
衛
門
、

和　

暦

元
禄
十
二
年

元
禄
十
四
年

元
禄
十
五
年

元
禄
十
六
年

宝
永
元
年

宝
永
二
年

宝
永
三
年

西　

暦

一
六
九
九
年

一
七
〇
一
年

一
七
〇
二
年

一
七
〇
三
年

一
七
〇
四
年

一
七
〇
五
年

一
七
〇
六
年 

役　

職

地
頭

噯
役

与
頭

地
頭

噯
役

行
司

地
頭

噯
役

衆
中
相

地
頭

噯
役

行
司

地
頭

噯
役

与
頭

地
頭

噯
役

地
頭

噯
役

表
１　

高
原
郷
の
地
頭
等
役
職
一
覧



－12－

氏　
　
　
　
　
　

名

宮
田
六
左
衛
門(

宮
田
正
左
衛
門
代
理)

左
近
允
與
太
夫

永
濵
勘
兵
衛
、
丸
山
孫
兵
衛
、
児
玉
甚
兵
衛
、
丸
山
十
左
衛
門
、
永
濵
勘
兵
衛
、
黒
木
正
左
衛
門

中
嶋
覚
右
衛
門
、
藤
田
正
左
衛
門
、
宮
田
直
右
衛
門
、
永
牟
田
藤
右
衛
門

宮
田
七
左
衛
門

田
口
孝
之
丞
、
児
玉
甚
兵
衛

馬
場
次
郎
右
衛
門
、
徳
永
諸
右
衛
門
、
黒
木
吉
右
衛
門
、
前
原
泉
鏡
坊

萩
原
早
兵
衛
、
岩
元
喜
右
衛
門

左
近
允
與
大
夫

名
前
無

丸
山
孫
兵
衛
、
村
田
仲
佐
左
衛
門
、
宮
田
庄
兵
衛
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
永
濵
勘
兵
衛

宮
田
直
右
衛
門
、
児
玉
甚
五
兵
衛
、
永
牟
田
孫
右
衛
門
、
藤
田
正
右
衛
門

椛
山
助
之
進(

後
に
物
集
女)

村
田
仲
右
衛
門(

丸
山
十
郎
左
衛
門
代
理)

、
宮
田
正
左
衛
門
、
丸
山
十
郎
左
衛
門
、

瀬
戸
口
武
左
衛
門
、
甲
斐
仲
右
衛
門

田
口
治
兵
衛
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
丸
山
十
郎
右
衛
門
、
黒
木
八
郎
兵
衛

丸
山
正
蔵
、
村
田
仲
左
衛
門
、
黒
木
八
郎
右
衛
門
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
田
口
休
左
衛
門
、

黒
木
主
右
衛
門

村
田
武
藤
太

和　

暦

宝
永
三
年

享
保
二
年

享
保
六
年

享
保
十
一
年

宝
暦
四
年

明
和
年
中

明
和
八
年

西　

暦

一
七
〇
六
年

一
七
一
七
年

一
七
二
一
年

一
七
二
六
年

一
七
五
四
年

一
七
六
四
～

　

一
七
七
一
年

一
七
七
一
年

役　

職

地
頭

噯
役

郡
見
廻

溝
見
廻

牛
馬
役

庄
屋

横
目

地
頭

噯
役

噯
役

郡
見
廻

地
頭

噯
役

噯
役

与
頭

取
締

表
１　

高
原
郷
の
地
頭
等
役
職
一
覧



－13－

氏　
　
　
　
　
　

名

丸
山
十
郎
右
衛
門
、
永
濵
勘
兵
衛(

黒
木
佐
平
太
代
理)

、
甲
斐
両
右
衛
門
、
黒
木
八
十
八
、

黒
木
平
治
、
黒
木
正
左
衛
門
、
村
田
仲
佐
左
衛
門

甲
斐
両
右
衛
門
、
瀬
戸
口
武
右
衛
門
、
丸
山
十
郎
左
衛
門
、
田
口
休
左
衛
門
、
永
濵
勘
兵
衛
、

宮
田
藤
次
兵
衛
、
黒
木
治
郎
右
衛
門(

永
濵
勘
兵
衛
代
理)

、

瀬
戸
口
武
平
太(

瀬
戸
口
武
右
衛
門
代
理)

丸
山
十
左
衛
門(

黒
木
平
治
代
理)

、
黒
木
平
治(

村
田
仲
佐
左
衛
門
代
理)

椛
山
物
集
女

甲
斐
仲
右
衛
門
、
黒
木
八
十
八
、
黒
木
平
治
、
丸
山
十
郎
右
衛
門
、
永
濵
勘
兵
衛
、

瀬
戸
口
武
平
太(

丸
山
十
郎
右
衛
門
代
理)

 

、
丸
山
十
郎
右
衛
門(

黒
木
平
治
代
理)

斐
仲
左
衛
門
、
黒
木
八
十
八
、
丸
山
十
郎
左
衛
門
、
瀬
戸
口
武
平
太
、
永
濵
勘
兵
衛

黒
木
宇
兵
衛
、
黒
木
越
右
衛
門
、
黒
木
次
兵
衛
、
黒
木
定
治
、
永
濵
治
左
衛
門
、
藤
田
平
右
衛
門

黒
木
貞
右
衛
門
、
黒
木
良
学
院
、
村
田
仲
五
右
衛
門

増
田
加
右
衛
門
、
丸
山
小
十
郎
、
山
口
八
藤
次
、
丸
山
伊
右
衛
門

日
高
次
左
衛
門(

死
去
の
た
め
明
所)

平
嶋
平
八(

辞
退)

義
岡
久
馬

瀬
戸
口
武
平
太
、
黒
木
宇
兵
衛
、
丸
山
十
郎
左
衛
門
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
黒
木
源
五
右
衛
門

田
口
作
左
衛
門

田
口
清
之
進

和　

暦

天
明
六
年

天
明
七
年

寛
政
十
年

寛
政
十
一
年

文
化
元
年

文
化
八
年

文
化
九
年

西　

暦

一
七
八
六
年

一
七
八
七
年

一
七
九
八
年

一
七
九
九
年

一
八
〇
四
年

一
八
一
一
年

一
八
一
二
年

役　

職

郷
士
年
寄

与
頭

郷
士
年
寄

地
頭

郷
士
年
寄

郷
士
年
寄

与
頭

横
目

郡
見
廻

地
頭

地
頭

地
頭

郷
士
年
寄

与
頭

郡
見
廻

表
１　

高
原
郷
の
地
頭
等
役
職
一
覧



－14－

氏　
　
　
　
　
　

名

高
妻
五
郎
兵
衛

田
口
作
左
衛
門(

永
濵
清
左
衛
門
代
理)

、
丸
山
十
郎
左
衛
門
、
瀬
戸
口
武
平
太

田
口
作
左
衛
門

竹
之
下
百
次

瀬
戸
口
武
平
太
、
黒
木
宇
兵
衛
、
丸
山
十
郎
左
衛
門
、
甲
斐
両
右
衛
門
、
黒
木
源
五
右
衛
門

黒
木
市
大
夫
、
丸
山
小
十
郎(

両
名
罷
免)

義
岡
久
馬

丸
山
孫
兵
衛
、
瀬
戸
口
武
左
衛
門
、
甲
斐
仲
左
衛
門
、
黒
木
林
右
衛
門
、

村
田
郷
左
衛
門
、
黒
木
林
右
衛
門(

丸
山
十
郎
右
衛
門
代
理)

 
※

代
役
丸
山
孫
兵
衛

宮
田
六
郎
、
瀬
戸
口
八
平
太
、
田
口
十
右
衛
門
、
村
田
九
郎
右
衛
門
、
竹
下
百
次
、
田
口
仲
助

瀬
戸
口
武
左
衛
門
、
黒
木
林
右
衛
門
、
丸
山
孫
兵
衛
、
甲
斐
仲
左
衛
門
、
村
田
郷
左
衛
門

田
口
十
右
衛
門
、
竹
之
下
百
次

竹
之
下
泉
鏡
院
、
宮
田
勝
兵
衛

森
山
正
左
衛
門

高
野
瀬
八
十
八

黒
木
藤
之
助

田
口
四
郎
兵
衛

高
妻
祐
左
衛
門
、
山
口
武
右
衛
門
、
村
田
常
之
進

義
岡
久
馬(

五
月
死
去)

和　

暦

文
化
九
年

文
化
十
三
年

文
化
十
四
年

文
化
十
五
年

文
政
四
年

文
政
五
年

文
政
七
年

西　

暦

一
八
一
二
年

一
八
一
六
年

一
八
一
七
年

一
八
一
八
年

一
八
二
一
年

一
八
二
二
年

一
八
二
四
年

役　

職

所
書
役

郷
士
年
寄

与
頭

横
目

郷
士
年
寄

郷
士
年
寄

地
頭

郷
士
年
寄

与
頭

郷
士
年
寄

与
頭

横
目

嶽
山
行
司

竹
木
見
廻

横
目

郡
見
廻

所
書
役

地
頭

表
１　

高
原
郷
の
地
頭
等
役
職
一
覧



－15－

氏　
　
　
　
　
　

名

丸
山
孫
兵
衛

瀬
戸
口
兵
右
衛
門

高
原
正
尊
坊

島
津
典
禮

染
川
伊
兵
衛

竹
之
下
百
次(

村
田
佐
左
衛
門
代
理)

田
口
十
右
衛
門

黒
木
助
左
衛
門

齊
藤
與
次
郎

田
口
四
郎
兵
衛

森
山
市
郎
左
衛
門

瀬
戸
口
平
作
、
田
口
十
右
衛
門
、
瀬
戸
口
武
右
衛
門
、
永
濵
勘
兵
衛

永
濵
武
助
、
黒
木
祐
助

黒
木
彦
七

瀬
戸
口
武
右
衛
門

村
田
仲
左
衛
門
、
村
田
彦
之
進
、
永
濵
武
助
、
田
口
休
之
進

宮
原
六
郎
兵
衛
、
丸
山
十
左
衛
門

黒
木
吉
左
衛
門

和　

暦

文
政
七
年

文
政
八
年

天
保
九
年

天
保
十
一
年

西　

暦

一
八
二
四
年

一
八
二
五
年

一
八
三
八
年

一
八
四
〇
年

 

役　

職

郷
士
年
寄

与
頭

横
目

地
頭

取
次

郷
士
年
寄

同　

助
役

与
頭

横
目

郡
見
廻

普
請
見
廻

郷
士
年
寄

与
頭

横
目

郷
士
年
寄

与
頭

郡
見
廻

蒲
牟
田
村

　

用
水
掛

表
１　

高
原
郷
の
地
頭
等
役
職
一
覧



－16－

氏　
　
　
　
　
　

名

次
助
、
次
兵
衛
、
萬
四
郎

小
太
郎

村
田
仲
右
衛
門
、
黒
木
伊
右
衛
門

黒
木
吉
左
衛
門

黒
木
祐
助
、
瀬
戸
口
武
右
衛
門
、
丸
山
孫
兵
衛
、
黒
木
越
右
衛
門
、
田
口
作
兵
衛

田
口
休
之
進

竹
之
下
庄
助
、
藤
田
源
五
左
衛
門
、
黒
木
治
右
衛
門
、
村
田
仲
左
衛
門
、
田
口
休
之
進

黒
木
伊
右
衛
門
、
村
田
仲
右
衛
門

黒
木
彦
七
、
宮
原
九
郎
左
衛
門

島
津
相
馬

瀬
戸
口
武
右
衛
門

永
濵
善
太
左
衛
門
、
村
田
仲
左
衛
門
、
田
口
休
之
進

村
田
仲
右
衛
門
、
黒
木
伊
右
衛
門

黒
木
越
右
衛
門
、
黒
木
休
右
衛
門

宮
原
九
郎
左
衛
門(
越
右
衛
門
弟)

 

、
藤
田
源
五
左
衛
門
、
瀬
戸
口
右
兵
衛

高
妻
矢
五
右
衛
門

島
津
相
馬

藤
田
新
之
丞
、
村
田
正
次
、
竹
之
下
庄
五

福
崎
助
八

和　

暦

天
保
十
一
年

弘
化
二
年

弘
化
三
年

弘
化
四
年

嘉
永
五
年

嘉
永
六
年

嘉
永
七
年

安
政
元
年

西　

暦

一
八
四
〇
年

一
八
四
五
年

一
八
四
六
年

一
八
四
七
年

一
八
五
二
年

一
八
五
三
年

一
八
五
四
年

一
八
五
四
年

役　

職

　

才
役

　

下
用
水
掛

普
請
見
廻

用
水
掛

郷
士
年
寄

与
頭

組
頭

普
請
方
見
廻

横
目

地
頭

郷
士
年
寄

与
頭

普
請
方
見
廻

郷
士
年
寄

与
頭

郡
見
廻

地
頭

江
戸
屋
敷
詰

地
頭

表
１　

高
原
郷
の
地
頭
等
役
職
一
覧
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氏　
　
　
　
　
　

名

黒
木
尚
斎
、
瀬
戸
口
右
八
郎
、
鳥
集
庄
兵
衛

島
津
矢
柄

名
越
屋
左
膳
太(

名
越
時
敏
・
加
久
藤
飯
野
須
木
野
尻
高
原
六
ヶ
郷
請
持)

竹
之
下
庄
五
、
田
口
敬
之
助

中
原
周
助

竹
之
下
庄
五
、
田
口
敬
之
助

谷
川
十
郎
兵
衛(

九
月
死
去)

近
藤
七
郎
左
衛
門

高
妻
熊
太
郎
、
橋
口
嘉
太
郎

高
妻
熊
太
郎
、
橋
口
嘉
太
郎

丸
山
儀
一
郎
、
黒
木
一
彦

丸
山
十
郎
左
衛
門
、
永
田
圓
十(

壽)

院(

そ
の
後
越
後
口
へ
出
兵)

永
濵
勘
左
衛
門
、
黒
木
幸
之
助(

そ
の
後
越
後
口
へ
出
兵)

永
濵
勘
左
衛
門
、
黒
木
幸
之
助

近
藤
七
郎
左
衛
門

藤
田
本
助
、
高
妻
藤
太
、
平
川
十
郎
左
衛
門
、
四
位
某
、
日
高
某

和　

暦

安
政
元
年

文
久
三
年

元
治
元
年

慶
応
元
年

慶
応
二
年

慶
応
三
年

慶
應
四
年

明
治
元
年

明
治
二
年

明
治
四
年

西　

暦

一
八
五
四
年

一
八
六
三
年

一
八
六
四
年

一
八
六
五
年

一
八
六
六
年

一
八
六
七
年

一
八
六
八
年

一
八
六
八
年

一
八
六
九
年

一
八
七
一
年

 

役　

職

江
戸
屋
敷
詰

地
頭

地
頭

鹿
児
島
番
兵

地
頭

京
都
守
衛

地
頭

鹿
児
島
番
兵

京
都
守
衛

鹿
児
島
番
兵

京
都
守
衛

鹿
児
島
番
兵

地
頭

江
戸
出
兵

表
１　

高
原
郷
の
地
頭
等
役
職
一
覧
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地 

頭 

の 

就 

任 

時 

期

(

記
載
無)

(

記
載
無)

天
正
四
年
頃

天
正
四
年
八
月
下
旬

天
正
頃

(

記
載
無)

(

記
載
無)

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

番　
　

号

一
番

二
番

三
番

四
番

氏　
　
　

名

(
記
載
無)

稲
津
豊
前

(

記
載
無)

白
坂
式
部
太
夫

鎌
田
形(

刑)

部
少(

輔)

上
原
長
門(

守)

(

記
載
無)

吉
田
若
狭

山
田
理
庵

地 

頭 

の 

就 

任 

時 

期

(

記
載
無)

天
文
十
四
年

(

記
載
無)

天
文
廿
年

天
正
三
年

天
正
三
年
八
月

天
正
五
年

(

記
載
無)

天
正
九
年

天
正
十
一
年

地 

頭 

氏 

名

(

記
載
無)

(

記
載
無)

鎌
田
形(

刑)

部

上
原
長
門
守
尚
常(

尚
近)

上
井
次
郎
左
衛
門
秀
穐

吉
田
若
狭
守
清
親

山
田
越
前
守
有
信
入
道

理
安

高　

原　

所　

系　

図　

壱　

冊

諸　

郷　

地　

頭　

系　

図

表
２　

『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
と
『
諸
郷
地
頭
系
図
』
と
の
地
頭
の
比
較



－19－

地 

頭 

の 

就 

任 

時 

期

(

記
載
無)

(

記
載
無)

慶
長
四
年
頃

慶
長
十
二
年
頃
～
寛
永
九
年

寛
永
十
一
年
～
十
九
年

寛
永
廿
年
～
慶
安
元
年

慶
安
二
年
～
明
暦
元
年

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

番　
　

号

五
番

六
番

七
番

八
番

九
番

十
番

十
一
番

氏　
　
　

名

新
納
旅
庵

山
田
理
庵(

安)

入
木(

来)

院
又
六

嶋
津
大
膳(

亮)

村
田
九
郎
左
衛
門

鎌
田
源
左(

衛
門)

猿
渡
大
炊
介

地 

頭 

の 

就 

任 

時 

期

天
正
十
四
年

天
正
十
八
年

慶
長
二
年

慶
長
七
年

寛
永
七
年

寛
永
九
年

寛
永
十
五
年

正
保
三
年

地 

頭 

氏 

名

新
納
休
閑
齋
旅
庵

(

記
載
無)

入
来
院
又
六
重
時

島
津
大
膳
亮
忠
俊

村
田
九
郎
右
衛
門

鎌
田
源
左
衛
門
政
有

猿
渡
大
炊

高　

原　

所　

系　

図　

壱　

冊

諸　

郷　

地　

頭　

系　

図

表
二　

『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
と
『
諸
郷
地
頭
系
図
』
と
の
地
頭
の
比
較



－20－

地 

頭 

の 

就 

任 

時 

期

明
暦
元
年
十
一
月
～

　
　
　
　
　
　
　

寛
文
六
年
十
月

寛
文
六
年
十
月
～
十
三
年(

削
除)

寛
文
七
年
二
月
三
日
～

寛
文
九
年
五
月
廿
八
日
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
和
三
年

天
和
三
年
三
月
～

(

記
載
無)

貞
享
元
年
十
二
月
～

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

番　
　

号

十
二
番

十
三
番

十
四
番

十
五
番

十
六
番

十
七
番

十
八
番

氏　
　
　

名

相
良
主
刑(

税)

相
良
吉
右
衛
門

喜
入
休
右
衛
門

山
田
式(

民)

部

若
松
彦
兵
衛

(

記
載
無)

種
子
嶋
次
郎
右
衛
門

地 

頭 

の 

就 

任 

時 

期

承
應
三
年

承
應
二
年

明
暦
三
年

寛
文
六
年

寛
文
九
年

貞
享
元
年

(

記
載
無)

貞
享
二
年

貞
享
三
年

地 

頭 

氏 

名

相
良
主
税

相
良
吉
右
衛
門(

削
除)

喜
入
休
右
衛
門
久
守

山
田
民
部
少
輔
有
隆

若
松
彦
兵
衛

村
尾
源
左
衛
門
重
榮

種
子
島
次
郎
右
衛
門
時
春

高　

原　

所　

系　

図　

壱　

冊

諸　

郷　

地　

頭　

系　

図

表
二　

『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
と
『
諸
郷
地
頭
系
図
』
と
の
地
頭
の
比
較



－21－

地 

頭 

の 

就 

任 

時 

期

貞
享
五
年
四
月
六
日

宝
永
三
年
正
月
廿
七
日
～

　
　
　
　
　
　
　

正
徳
元
年
三
月

元
禄
九
年
十
一
月
三
日
～

正
徳
二
年
正
月
七
日
～

　
　
　
　
　

享
保
三
年
三
月
朔
日

享
保
十
一
年
正
月
十
一
日
～

元
文
二
年
五
月
朔
日
～

　
　
　
　

寛
保
二
年
五
月
十
一
日

延
享
五
年
二
月
十
五
日
～

　
　
　

宝
暦
十
二
年
正
月
十
一
日

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

番　
　

号

十
八
番

十
九
番

十
九
番

二
十
三
番

二
十
番

二
十
一
番

二
十
一
番

二
十
二
番

二
十
二
番

(

記
載
無)

二
十
三
番

(

記
載
無)

二
十
四
番

(

記
載
無)

氏　
　
　

名

喜
入
休
右
衛
門

清
水
弥
兵
衛(

尉)

樺
山
権
右
衛
門
尉

左
近
丞(

允)

與
太
夫

市
来
勘
左
衛
門

伊
集
院
仁
左(

右)

衛
門

畠
山
喜
藤
太(

数
馬)

地 

頭 

の 

就 

任 

時 

期

貞
享
五
年

宝
永
二
年

(

記
載
無)

元
禄
九
年

元
禄
九
年
十
一
月
～
元
禄
十
六
年
二
月

正
徳
三
年

(

記
載
無)

(

記
載
無)

(

記
載
無)

宝
暦
三
年

(

記
載
無)

地 

頭 

氏 

名

喜
入
休
右
衛
門
久
則

清
水
彌
兵
衛

樺
山
権
右
衛
門
久
福

左
近
允
與
太
夫

市
来
勘
左
衛
門

伊
集
院
仁
左
衛
門
兼
矩

畠
山
数
馬

高　

原　

所　

系　

図　

壱　

冊

諸　

郷　

地　

頭　

系　

図

表
二　

『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
と
『
諸
郷
地
頭
系
図
』
と
の
地
頭
の
比
較
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地 

頭 

の 

就 

任 

時 

期

宝
暦
十
三
年
七
月
廿
八
日
～

　
　
　
　

明
和
四
年
七
月
廿
八
日

明
和
四
年
八
月
廿
四
日
～

　
　
　
　
　

同
八
年
七
月
廿
九
日

明
和
九
年
七(

六)

月
九
日
～

享
和
三
年
五
月
朔
日
～

　
　
　
　
　

文
化
七
年
四
月
廿
日

文
化
八
年
五
月
廿
九
日
～

　
　
　
　
　
　

同
九
正
月
廿
七
日

文
化
九
年
十
二
月
朔
日
～

　
　
　
　

文
政
七
年
六
月
十
九
日

文
政
八
年
五
月
十
五
日
～

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

番　
　

号

二
十
五
番

二
十
四
番

二
十
六
番

(

記
載
無)

二
十
七
番

二
十
六
番

二
十
八
番

二
十
七
番

二
十
九
番

二
十
八
番

三
十
番

二
十
九
番

三
十
一
番

三
十
番

氏　
　
　

名

伊
集
院
伊
膳

石
黒
戸
後
左
衛
門

椛
山
助
之
進(

物
集
女)

日
高
次
左
衛
門

平
嶋
平
八

吉(

義)

岡
久
馬

嶋
津
典
禮(

相
馬)

地 

頭 

の 

就 

任 

時 

期

(

記
載
無)

明
和

(

記
載
無)

寛
政
十
年

(

記
載
無)

文
政
元
年

文
化
元
年

文
政
八
年

文
化
八
年

文
政
九
年

文
化
九
年
十
二
月

文
政
三
拾
年

文
政
八
年
五
月
七
日

地 

頭 

氏 

名

伊
集
院
伊
膳

石
黒
戸
後
左
衛
門

椛
山
助
之
進

日
高
次
左
衛
門

平
嶋
平
八

義
岡
蔵
人

嶋
津
典
禮
久
平

高　

原　

所　

系　

図　

壱　

冊

諸　

郷　

地　

頭　

系　

図

表
二　

『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
と
『
諸
郷
地
頭
系
図
』
と
の
地
頭
の
比
較
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地 

頭 

の 

就 

任 

時 

期

(

記
載
無)

(

記
載
無)

(

記
載
無)

(

記
載
無)

(

記
載
無)

(

記
載
無)

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

冒
頭

本
文

番　
　

号

三
十
二
番

三
十
三
番

(

記
載
無)

三
十
四
番

(

記
載
無)

三
十
五
番

(

記
載
無)

三
十
六
番

(

記
載
無)

三
十
七
番

(

記
載
無)

氏　
　
　

名

福
崎
助
八

嶋
津
矢
柄

名
越
屋
左
源
太

中
原
周
助

(

記
載
無)

谷
川
十
郎(

兵
衛)

近
藤
七
郎
右(

左)

衛
門

地 

頭 

の 

就 

任 

時 

期

安
政
元
年

安
政
元(

二)

年
八
月
朔
日

安
政
五
年

(

記
載
無)

元
治
元
年
十
月
五
日

慶
應
二
年
九
月

(

記
載
無)

慶
應
三
年
三
月

慶
應
三
年
三
月
～
九
月

慶
應
三
年
九
月
朔
日

慶
應
三
年
九
月

地 

頭 

氏 

名

(

記
載
無)

(

記
載
無)

(

記
載
無)

(

記
載
無)

(

記
載
無)

(

記
載
無)

高　

原　

所　

系　

図　

壱　

冊

諸　

郷　

地　

頭　

系　

図

表
二　

『
高
原
所
系
図
壱
冊
』
と
『
諸
郷
地
頭
系
図
』
と
の
地
頭
の
比
較






